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平成29年１月１日制定 

 

 わたくしたち日野市民は、日野市民憲章の趣旨を大切にしたまちづくり

を進めて参ります。 

 高齢化が進む中、意欲と経験のある高齢者は、社会の大切な担い手とし

て活躍し、支えの必要な高齢者は、周囲の人々や社会がしっかり支え、全

ての高齢者がいつまでも健康で明るく幸せにくらしていけることを願っ

て、この高齢者憲章を定めます。 

 

 １ 全ての市民は、長く社会につとめた先輩として、高齢者を敬愛しま

す。 

 ２ 高齢者は、家庭及び地域や社会の一員として、共に支え合います。 

 ３ 高齢者は、家庭及び地域や社会により、健康と明るいくらしが守ら

れます。 

 ４ 高齢者は、知識や能力を活かして社会で活躍し、知恵や経験を次の

世代に伝えます。 

 ５ 高齢者には、健康維持と生きがいをつくるため、社会参加の道が開

かれます。 

 

 


